
  

一 

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱 

第
一 
第
三
者
に
よ
る
合
同
演
説
会
の
開
催
の
解
禁 

 

一 

各
選
挙
に
つ
き
、
公
職
の
候
補
者
以
外
の
者
又
は
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
以
外
の
者
は
、
次
の
場
合
に
お
い
て
は
、

当
該
選
挙
の
選
挙
運
動
の
期
間
中
、
そ
れ
ぞ
れ
の
合
同
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

① 

公
職
の
候
補
者
以
外
の
者
が
二
人
以
上
の
公
職
の
候
補
者
の
合
同
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と
に
つ
い
て
当
該
選
挙
区

（
選
挙
区
が
な
い
と
き
は
、
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域
）
の
全
て
の
公
職
の
候
補
者
の
同
意
を
得
た
場
合 

当
該
同
意
を

し
た
公
職
の
候
補
者
の
う
ち
二
人
以
上
の
公
職
の
候
補
者
の
合
同
演
説
会 

 
 

② 

衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
以
外
の
者
が
二
以
上
の
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
合
同
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と
に
つ

い
て
当
該
選
挙
区
の
全
て
の
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
同
意
を
得
た
場
合 

当
該
同
意
を
し
た
衆
議
院
名
簿
届
出
政

党
等
の
う
ち
二
以
上
の
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
合
同
演
説
会 

 

二 

一
に
よ
り
開
催
さ
れ
る
合
同
演
説
会
（
以
下
「
第
三
者
開
催
合
同
演
説
会
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
一
の
①
の
合

同
演
説
会
に
あ
っ
て
は
公
職
の
候
補
者
及
び
そ
の
指
定
す
る
演
説
者
は
当
該
公
職
の
候
補
者
の
選
挙
運
動
の
た
め
の
演
説

を
、
一
の
②
の
合
同
演
説
会
に
あ
っ
て
は
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
指
定
す
る
演
説
者
は
当
該
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党



 

二 

等
の
選
挙
運
動
の
た
め
の
演
説
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

三 
第
三
者
開
催
合
同
演
説
会
に
つ
き
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
文
書
図
画
は
、
第
三
者
開
催
合
同
演
説
会
の
会
場
外

に
お
い
て
は
掲
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
百
六
十
四
条
の
二
の
二
関
係
） 

第
二 

施
行
期
日
等 

 

一 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

 
 

（
附
則
第
一
項
関
係
） 

 

二 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。 

 


